
 

議案第４９号 

 

愛西市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例の一部改正について 

 

愛西市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

令和７年１１月２７日提出 

 

愛西市長 日 永 貴 章 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、議会の議員の議員報酬月額を改定するため必要が

あるからである。 

 



 

愛西市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例の一部を改正する条例 

 

愛西市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成

１７年愛西市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「別表のとおり」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額」に改め、同条に次の各号を加える。 

（１） 議長 ５２８，０００円 

（２） 副議長 ４７４，０００円 

（３） 議員 ４２２，０００円 

別表を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


